
　当行は、お客様応援活動の実践により、お客様の事業拡大や地域における雇用創出など、お客様の企業価値

向上に取り組むことで、当行の収益力の向上を図る、言わば「共通価値の創造」をビジネスモデルとしており、

これは地域経済・社会の持続的な発展を図るという観点から、SDGsそのものであると考えております。

　当行のSDGsに対する考え方や積極的に

取り組むべきセグメント等については、平

成31年4月に「東和銀行SDGs宣言」を制

定しており、この宣言に基づきSDGsの達

成に向けた諸施策を実施しております。更

に、令和元年10月、持続可能な社会の形

成のために必要な責任と役割を果たしたい

と考える金融機関の行動指針として策定さ

れた「持続可能な社会の形成に向けた金融

行動原則（21世紀金融行動原則）」へ署名

しました。

　令和3年10月には、「TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）※1」提言に賛同しております。また、

同時に「TCFDコンソーシアム※2」にも加入しております。

　今後も気候変動・環境問題への対応を強化していくとともに、TCFD提言を踏まえた気候変動のリスク・機

会等に関する情報開示の充実に努めてまいります。

※1　TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）
G20の要請を受け、金融安定理事会（FSB）により、気候関連の情報開示及び金融機関の対応をどのように行うかを検討するため、
平成27年12月に設立されたタスクフォース。
平成29年6月に最終報告書を公表し、企業等に対し、気候変動関連リスク及び機会に関する項目（ガバナンス、戦略、リスク管理、
指標と目標）について開示することを推奨している。

※2　TCFDコンソーシアム
気候変動に係る企業の効果的な情報開示や、開示された情報を金融機関の適切な投資判断に繋げる取組みについて協議する共同事業
体で、加入にはTCFD提言への賛同が条件となっている。
なお、このコンソーシアムには、環境省、経済産業省、金融庁が賛同し、オブザーバーで参加している。
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ＴＯＰＩＣＳ 「TCFD提言」への賛同表明について


